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１ 認定ＮＰＯ法人等になるまでのフロー

○ 標準処理期間６か月
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申請に必要な主な書類（法第10条第１項）

１ 定款

２ 役員に係る次に掲げる書類

イ 役員名簿

（役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿）

ロ 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び第21条の規定に違反しないことを誓約し、

並びに就任を承諾する書面の謄本

ハ 各役員の住所又は居所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの

３ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面

４ 法第２条第２項第２号及び第12条第１項第３号に該当することを確認したことを示す書面

５ 設立趣旨書

６ 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

７ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

８ 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

② 設 立 認 証

③ 事業報告書等の提出《法第29条》

⑤ 認定（特例認定）申請

○ 申請書及び添付書類

○ 確認資料

⑦ 認定（特例認定）
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上記①～⑧の基準を満たしていても（特例認定 NPO法人は①を除きます。）、

次項に掲げる欠格事由に該当する NPO法人は、認定又は特例認定（以下「認定等」と

いいます。）を受けることはできません。

２ 認定ＮＰＯ法人制度の概要

認定特定非営利活動法人制度(認定 NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO

法人の活動を支援するために設けられた措置であり、NPO法人のうち一定の要件を満たすものにつ

いて、所轄庁が認定を行う制度です。

認定ＮＰＯ法人とは

認定 NPO法人とは、NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資す

るものにつき一定の基準（パブリック・サポート・テスト（PST）を含みます。）に適合したものと

して、所轄庁の認定を受けた NPO法人をいいます（法２条第３項、第 44条第１項）。

特例認定ＮＰＯ法人とは

特例認定 NPO法人とは、NPO法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び事業

活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれる

ものにつき一定の基準（パブリック・サポート・テスト（PST）は含まれません。）に適合したもの

として、所轄庁の特例認定を受けた NPO法人をいいます（法２条第４項、第 58条第１項）。

本制度は平成 23年の法改正で導入され、「仮認定 NPO法人」という名称を用いていましたが、平

成 28年の法改正により、「特例認定 NPO法人」という名称に改められました。

認定の基準

認定 NPO法人等になるためには、次の基準に適合する必要があります（法第 45条、第 59条）。

① パブリック・サポート・テスト（PST）に適合すること（特例認定 NPO法人は除きます。）

② 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50％未満であること

③ 運営組織及び経理が適切であること

④ 事業活動の内容が適正であること

⑤ 情報公開を適切に行っていること

⑥ 事業報告書等を所轄庁に提出していること

⑦ 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと

⑧ 設立の日から１年を超える期間が経過していること
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欠格事由

次のいずれかの欠格事由に該当する NPO 法人は認定等を受けることができません（法第 47 条）。

① 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

イ 認定又は特例認定を取り消された法人において、その取消しの原因となった事実があった

日以前１年内に当該法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から５年を経

過しない者

ロ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ

た日から５年を経過しない者

ハ NPO 法、暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204 条等若しくは

暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反し

たことにより、罰金刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく

なった日から５年を経過しない者

ニ 暴力団又はその構成員等

② 認定又は特例認定を取り消され、その取消しの日から５年を経過しない法人

③ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

④ 国税又は地方税の滞納処分が執行されている又は当該滞納処分の終了の日から３年を経過

しない法人

⑤ 国税又は地方税に係る重加算税等を課された日から３年を経過しない法人

⑥ 暴力団、又は、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制下にある法人

認定等の有効期間等

認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となります（法第 51 条第１項）。

特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります（法第 60条)。

なお、認定の有効期間の満了後、引き続き、認定 NPO 法人として特定非営利活動を行おうとす

る認定 NPO 法人は、その有効期間の更新を受ける必要があります（特例認定の有効期間の更新は

ありません。）(法第 51 条第２項、第 61 条第１号）。

パブリック・サポート・テスト（PST）とは、広く市民からの支援を受けているかどうかを判

断するための基準であり、認定基準のポイントとなるものです。

パブリック・サポート・テスト基準の判定に当たっては、次のいずれかの基準を選択できます。

・相対値基準 ・絶対値基準 ・条例個別指定基準

パブリック・サポート・テスト（ＰＳＴ）に関する基準
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実績判定期間における経常収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が５分の１以上で

あることを求める基準です。

経 常 収 入 金 額 ⇒ 総収入金額 － イの金額

寄附金等収入金額 ⇒ 受入寄附金総額 － ロの金額 ＋ ハの金額

イの金額 次に掲げる金額の合計額

① 国等（国、地方公共団体、法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国

立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいいます。以下同じ

です。）からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの（以下「国の補助金等」

といいます。）

② 委託の対価としての収入で国等から支払われるもの

③ 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支

払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分

④ 資産の売却による収入で臨時的なもの

⑤ 遺贈（贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）により受け入れた寄附金、贈与

者の被相続人に係る相続の開始のあったことを知った日の翌日から 10 か月以内に当該相続に

より当該贈与者が取得した財産の全部又は一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により

効力を生ずる贈与を除きます。）により受け入れた寄附金のうち、一者当たり基準限度超過額

に相当する部分

⑥ 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの

⑦ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金

⑧ 休眠預金等交付金関係助成金

※小規模法人の特例について

この特例を選択適用できる法人は、実績判定期間における総収入金額に 12 を乗じて、これを

実績判定期間の月数で除した金額が 800 万円未満で、かつ、実績判定期間において受け入れた寄

附金の額の総額が 3,000 円以上である寄附者（役員又は社員を除きます。）の数が 50 人以上であ

る法人に限られます。

小規模法人においても、国の補助金等を受けている場合、選択により当該国の補助金等を相対

値基準計算上の分母・分子に算入することが可能です。

相対値基準

実績判定期間における

寄 附 金 等 収 入 金 額 １

経 常 収 入 金 額 ５
≧
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ロの金額 次に掲げる金額の合計額

① 受け入れた寄附金の額のうち一者当たり基準限度超過額に相当する金額

② 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないも

のの合計額

③ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所が明らかでない寄附金

④ 休眠預金等交付金関係助成金

ハの金額

社員から受け入れた会費の合計額から、この合計額のうち共益的な活動等に係る部分の金額を控

除した金額（ただし、受入寄附金総額 ― ロの金額 を限度とします。）

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が3,000円以上である寄附者の数の合計数が、

年平均 100 人以上であることを求める基準です。

（注）１ 寄附者の氏名（法人にあっては、その名称）及びその住所の明らかな寄附者のみを数え

ます。

２ 寄附者本人と生計を一にする者も含めて一人として数えます。

３ 寄附者が、その NPO 法人の役員及び役員と生計を一にする者である場合は、これらの者

は、寄附者数に含めません。

４ 月数は暦に従って計算し、一月未満の端数は切り上げて一月とします。

認定 NPO 法人として認定を受けるための申請書を提出した日の前日において、都道府県又は市区

町村の条例により、個人住民税の寄附金税額控除の対象となる法人として個別に指定を受けている

こと（その都道府県又は市区町村の区域内に事務所を有する NPO 法人に限ります。）を求める基準

です。ただし、認定申請書を提出する前日において条例の効力が生じている必要があります。

絶対値基準

実績判定期間内の各事業年度中の寄附金の額の総額が 3,000 円以上（ただし、

休眠預金等交付金関係助成金を受け取っている場合は、3,000 円に当該休眠預金等 × １２

交付金関係助成金の額を加算した金額以上）の寄附者の合計人数

実績判定期間の月数
≧ １００人

条例個別指定基準
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≪ 参 考 ≫ 寄附金について

『支出する側に任意性があること』『直接の反対給付がないこと』の二つの要件を満たすものを｢寄

附金」といい、名称が賛助金や助成金といったものであってもこの要件を満たせば寄附金になるこ

とがあります。

『支出する側に任意性があること』

⇒ 寄附金（物品）を出す寄附者自身が、出すか出さないかを自由に決定でき、かつその金額

を自由に決めることができること。

『直接の反対給付がないこと』

⇒ 寄附者が、支出した寄附金の代わりに、一般に流通するような商業的価値を持つ物品やサ

ービスなどを受け取らないこと。お礼状や活動報告、無料の会報など、商業的に一般に売買

されていないようなものは、反対給付にあたりません。

認定等を受けるための申請手続等について

認定を受けようとする場合

イ 認定 NPO 法人として認定を受けようとする NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところにより、

次の①～③の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、認定を受けることとなります（法第 44

条第２項）。

① 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿（寄附金の支払者ごとの氏名(法人の名

称)と住所並びに寄附金の額、受け入れた年月日を記載したもの）

② 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ロ 認定の申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後

１年を超える期間が経過している必要があります。

ハ 認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して５年となります。

特例認定を受けようとする場合

イ 特例認定 NPO 法人として特例認定を受けようとする NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところ

により次の①及び②の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、特例認定を受けることとなりま

す（法第 44 条第２項、第 58 条第２項）。

① 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ロ 特例認定の申請ができる NPO 法人は、次に掲げる基準に適合する必要があります。

① 特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を超え
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特例認定を受けようとする場合

イ 特例認定 NPO 法人として特例認定を受けようとする NPO 法人は、所轄庁の条例で定めるところ

により次の①及び②の書類を添付した申請書を所轄庁に提出し、特例認定を受けることとなりま

す（法第 44 条第２項、第 58 条第２項）。

① 特例認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ロ 特例認定の申請ができる NPO 法人は、次に掲げる基準に適合する必要があります。

① 特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後１年を超え
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る期間が経過していること

② 特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から５年を経過しない NPO 法

人であること

③ 認定又は特例認定を受けたことがないこと

ハ 特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して３年となります（特例認定の

有効期間の更新はありません。）。特例認定の有効期間が経過したときは、特例認定は失効します

ので、特例認定の有効期間中又は有効期間の経過後に認定NPO法人として認定を受けたい場合は、

認定の申請を行う必要があります。

認定の有効期間の更新を受けようとする場合

イ 認定の有効期間の更新を受けようとする認定 NPO 法人は、有効期間の満了の日の６月前から３

月前までの間に、所轄庁の条例で定めるところにより、次の①及び②の書類を添付した有効期間

の更新の申請書を所轄庁に提出し、有効期間の更新を受けることとなります。

① 認定の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

ロ 認定の有効期間の更新がされた場合の認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の

翌日から起算して５年となります。

認定ＮＰＯ法人等の役員報酬規程等の提出義務

認定 NPO 法人等は、所轄庁の条例で定めるところにより、毎事業年度１回、役員報酬規程等を所

轄庁（２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定 NPO 法人等にあっては、所轄庁及び所轄

庁以外の関係知事）に提出しなければなりません。

認定ＮＰＯ法人等の情報公開

認定 NPO 法人等は、以下の書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を

除いて、これをその事務所において閲覧させなければならないこととされています。

① 事業報告書等

② 役員名簿

③ 定款等

④ 認定等の申請書に添付した認定等の基準に適合する旨を説明する書類及び欠格事由に該当

しない旨を説明する書類

⑤ 認定等の申請書に添付した寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

⑥ 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

⑦ 前事業年度の収益の明細など

⑧ ⑦のほか、法規第 32条第２項で定める書類

⑨ 助成金の支給の実績を記載した書類
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※①及び②の書類を請求に応じて閲覧させる場合、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除く

ことができます（法第 52 条第５項）。

寄附者に対する税制上の措置

イ 個人が寄附した場合

個人が認定 NPO 法人等に対し、その認定 NPO 法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連

する寄附をした場合には、特定寄附金に該当し、寄附金控除（所得控除）又は税額控除のいず

れかの控除を選択適用できます。

また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定 NPO 法人等に個人が寄附した場合、個人

住民税（地方税）の計算において、寄附金税額控除が適用されます。

ロ 個人が現物資産を寄附した場合

個人が認定 NPO 法人等に対し、土地、建物、株式等の現物資産を寄附した場合のみなし譲渡

所得税について、その寄附財産を基金に組み入れる方法により管理するなどの一定の要件を満

たす場合、国税庁長官の非課税承認又は不承認の決定が申請から一定期間内に行われなかった

ときに自動的に承認があったものとみなされます。

また、非課税措置の適用を受けた寄附資産について、基金に組み入れて管理し、その後買い

換えた資産を当該基金の中で管理する等の一定の要件を満たす場合には、国税庁長官へ必要書

類を提出することで、引き続き非課税措置の適用を受けることができます。

ハ 法人が寄附した場合

法人が認定 NPO 法人等に対し、その認定 NPO 法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連

する寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄

附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

ニ 相続人等が相続財産等を寄附した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その取得した財産を相続税の申告期限までに認定

NPO 法人（特例認定 NPO 法人は適用されません。）に対し、その認定 NPO 法人が行う特定非営利

活動に係る事業に関連する寄附をした場合、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の

計算の基礎に算入されません。

認定 NPO 法人のみなし寄附金制度

認定 NPO 法人が、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で特定非営

利活動に係る事業に支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみなされ、一定の範囲

内で損金算入が認められます（特例認定 NPO 法人は適用されません。）。

認定 NPO 法人等になることによるメリット
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法の規定に違反した場合には、以下のイ～ハの罰則が設けられています。

イ ６か月以下の拘禁刑又は 50 万円以下の罰金

偽りその他不正の手段により認定、認定の有効期間の更新、特例認定又は認定 NPO 法人等

と認定 NPO 法人等でない法人の合併について所轄庁の認定を受けた者は、６か月以下の拘禁

刑又は 50 万円以下の罰金に処せられます（法第 77 条）。

ロ 50 万円以下の罰金

次の①～④に該当する者は、50 万円以下の罰金に処せられます（法第 78 条、第 79 条）。

① 認定 NPO 法人又は特例認定 NPO 法人でない者であって、その名称又は商号中に、認

定 NPO 法人又は特例認定 NPO 法人であると誤認されるおそれのある文字を用いた者

（法第 50 条第１項、第 62条、第 78 条第２号、第４号）

② 不正の目的をもって、他の認定 NPO 法人又は特例認定 NPO 法人であると誤認される

おそれのある名称又は商号を使用した者（法第 50 条第２項、第 62条、第 78 条第３

号、第５号）

③ 正当な理由がないのに、法第 65 条第４項の規定による命令に違反して、その命令に

係る措置を採らなかった者（法第 65 条第４項、第 78条第６号）

④ 正当な理由がないのに、法第 66 条第１項の規定による停止命令に違反して引き続き

その他の事業を行った者（法第 66 条第１項、第 78 条第７号）

ハ 20 万円以下の過料

以下の①～④のいずれかに該当する場合においては、NPO 法人の理事、監事又は清算人は、

20 万円以下の過料に処せられます（法第 80 条）。

① 認定 NPO 法人等が、代表者の氏名に変更があったときの所轄庁への届出等（法第 52

条第１項、第 53 条第１項）、の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした

とき（法第 80 条第３号）

② 認定 NPO 法人等が、認定申請の添付書類及び役員報酬規程等の備置きの規定（法第

54 条第１～３項）に違反して、その事務所に備え置かなければならない書類を備え置

かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき（法第

80 条第４号）

③ 事務所が二以上の区域内に事務所を設置する認定 NPO 法人等が認定の通知を受けた

とき、若しくは認定 NPO 法人等が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に新たに

事務所を設置したときの関係知事への直近の事業報告書等及び役員名簿又は定款等

の提出の規定（法第 49 条第４項、第 53 条第４項）又は事務所が二以上の区域内に事

務所を設置する認定NPO法人等が定款変更の認証を受けたときの関係知事への社員総

会の議事録の謄本等の提出の規定(法第 52 条第２項)、認定 NPO 法人等が所轄庁への

役員報酬規程等の提出の規定（法第 55条第１項、第２項）に違反して、書類の提出

を怠ったとき（法第 80 条第５号）

④ 法第 41 条第１項又は第 64 条第１項若しくは第２項の規定による報告をせず、若し

くは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき（法第 80 条第

10 号）

罰則
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